
 

公益社団法人日本薬剤師会ＪＰＡＬＳ認定薬剤師制度規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 公益社団法人日本薬剤師会（以下、本会という）のＪＰＡＬＳ認定薬

剤師制度は、本会が運営するＪＰＡＬＳ（生涯学習支援システム）におい

て、継続して実践記録（ポートフォリオ）に学習内容を記録することで、生

涯学習の定着を図り、学習の成果をＷｅｂテスト等により評価および認定す

ることで、国民の保健・医療・福祉に貢献することを目的とする。 

 

（認定制度） 

第２条 前条の目的を達するため、本会のＪＰＡＬＳ認定薬剤師制度規程を制

定し、ＪＰＡＬＳ認定薬剤師として認定する。 

 

（認定の種類） 

第３条 認定の種類は、次のとおりである。 

ＪＰＡＬＳ認定薬剤師 

 

（ＪＰＡＬＳ認定薬剤師） 

第４条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師とは、本会が公表している「薬剤師に求められ

るプロフェッショナルスタンダード」（以下、ＰＳという）を一つの指針と

して幅広い学習を実践し、実践記録（ポートフォリオ）に学習内容を記録す

ることで生涯学習を継続している者、且つ、第４条の２項に示す要件をすべ

て満たしている者をいう。 

２ ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の認定を申請する者は、以下の要件をすべて具備す

ることを要する。 

（１）日本国の薬剤師免許を有していること。 

（２）システム利用登録から１年以上経過していること。 

（３）ＪＰＡＬＳの実践記録（ポートフォリオ）を本会へＪＰＡＬＳシステ

ム上から、３年以内に18本以上提出していること。 

（４）提出された実践記録（ポートフォリオ）は、本会が内容の確認を行

い、Ｗｅｂテスト受験資格を有することが判定されていること。 

（５）本会が実施するＷｅｂテストに合格すること。 

３ ＪＰＡＬＳ認定薬剤師で薬剤師免許取得後５年以上経過している者は「薬

剤師生涯学習達成度確認試験」を受験することができる。合格した者に対し

て「ＪＰＡＬＳ 認定薬剤師（アドバンスト）」の称号を付与する。 

  



 

第２章 運営・実施機関 

 

（運営） 

第５条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師制度の運営には、生涯学習委員会が当たる。 

 

（委員会） 

第６条 生涯学習委員会の下に、Ｗｅｂテスト試験問題作成小委員会、Ｗｅｂ

テスト試験問題検証小委員会及びＷｅｂテスト受験資格審査小委員会を設け

る。 

２ 各委員会の役割は、次の各項のとおりとする。 

（１）Ｗｅｂテスト試験問題作成小委員会は、Ｗｅｂテストの試験問題の作

成を行う。 

（２）Ｗｅｂテスト試験問題検証小委員会は、Ｗｅｂテストの試験問題の評

価、見直しを行う 

（３）Ｗｅｂテスト受験資格審査小委員会は、提出された実践記録を確認

し、受験資格を付与するに値するかどうかの判定作業を行う。 

 

第３章 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の認定等 

 

（Ｗｅｂテスト受験資格審査） 

第７条 本規程第４条の２項の要件（１）から（４）が確認されている者の

み、Ｗｅｂテストの受験を可能とする。 

２ 提出された実践記録（ポートフォリオ）の内容確認は、Ｗｅｂテスト受験

資格審査小委員会が行う。 

 

（Ｗｅｂテスト） 

第８条 前条において、Ｗｅｂテストの受験要件を満たした者のみ、Ｗｅｂテ

ストの受験が可能となる。 

 

（認定申請） 

第９条 Ｗｅｂテストを受験し合格した者のみが、ＪＰＡＬＳシステム上での

認定申請が可能となる。 

 

（認定） 

第１０条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の認定は生涯学習委員会が審査を行い、ＪＰ

ＡＬＳ認定薬剤師として認定された者には認定証を交付する。 

  



 

（認定の更新） 

第１１条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師は３年ごとの更新制とする。 

２ ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の更新は、認定期間内に実践記録（ポートフォリ

オ）を18本以上提出することにより、ＪＰＡＬＳシステム上での認定更新申

請が可能となる。 

 

（認定の喪失） 

第１２条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師は、次の各項の理由により、本会理事会の承

認を経て、その認定を喪失する。 

（１）ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の認定を辞退した場合。 

（２）ＪＰＡＬＳ認定薬剤師の認定の更新を行わなかった場合。 

（３）日本国の薬剤師免許を喪失、返上又は取り消された場合。 

 

（認定の取り消し） 

第１３条 ＪＰＡＬＳ認定薬剤師としてふさわしくない行為があったときは、

生涯学習委員会において認定の取り消しの可否について審議し、本会理事会

の承認を経て会長が認定を取り消すことができる。 

 

第４章 規程の変更 

 

第１４条 本規程の改廃は、本会理事会において行う。 

 

第５章 補則 

第１５条 本規程に定めるもののほか、本規程の実施について必要な事項があ

る場合は細則に定める。 

 

 

平成29年８月１日 理事会制定 

令和７年５月20日 一部改正（令和８年４月１日から施行） 


